
条

例 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
号 

 
 

 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
「
一
〇
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
八
、

九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
元
年
七
月
二
十
八
日
に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
参

議
院
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。 


